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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

以下に記載するもの以外については、本発行登録を利用して発行される個別の各社債（以下「個別社債」とい

う。）を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。

　

１ 【新規発行社債】

 

銘柄 株式会社千葉銀行無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）

記名・無記名の別 －

券面総額又は
振替社債の総額（円）

未定

各社債の金額（円） 金１億円

発行価額の総額（円） 未定

発行価格（円） 未定

利率（％） 未定

利払日 未定

利息支払の方法

１．利息支払の方法及び期限

未定

２．利息の支払場所

別記「（注）13．元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 未定

償還の方法

１．償還金額

未定

２．償還の方法及び期限

（１）未定（注）１．

（２）当行は、払込期日以降、税務事由（下記に定義する。）または資本事由（下

記に定義する。）（以下「特別事由」と総称する。）が発生し、かつ当該特

別事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、

残存する個別社債の全部（一部は不可）を、各社債の金額100円につき金100

円の割合で期限前償還することができる。

     「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等により、個別社債の

利息の全部または一部が、損金算入を認められないこととなり、当行が合理

的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することができない場合をい

う。

     「資本事由」とは、当行が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、日本の

銀行監督規則に定める自己資本比率規制上の自己資本算入基準またはその解

釈の変更等により、個別社債の金額の全部または一部が、当該自己資本算入

基準に基づき当行のTier２資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあ

ると判断した場合をいう。

（３）当行は、本項第（２）号に基づき個別社債を期限前償還しようとする場合、

当該期限前償還の日前の25日以上60日以内に必要な事項を別記「（注）８．

公告の方法」に定める公告もしくはその他の方法により社債権者に通知す

る。

（４）個別社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日に

これを繰り上げる。
 

EDINET提出書類

株式会社千葉銀行(E03556)

発行登録書（株券､社債券等）

 2/10



 

 

（５）個別社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、あらかじめ金融庁長官の確認

を受けた上で、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にか

かる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、これを行うことができ

る。

（６）個別社債の償還については、本項のほか別記「（注）６．実質破綻時免除特

約」に定める実質破綻時免除特約及び別記「（注）７．劣後特約」に定める

劣後特約に従う。

３．償還元金の支払場所

別記「（注）13．元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 一般募集

申込証拠金（円） 未定

申込期間 未定

申込取扱場所 未定

払込期日 未定

振替機関
株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

担保
個別社債には担保及び保証は付されておらず、また個別社債のために特に留保され

ている資産はない。

財務上の特約 個別社債には財務上の特約は付されていない。
 

（注）１．個別社債の元金に関する償還の方法及び期限は、個別社債の利率等決定日に決定する予定である。なお、別

記「償還の方法」欄第２項第（２）号に基づき期限前償還される場合がある。

２．振替社債

（１）個別社債は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受

け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるも

のとする。

（２）社債等振替法に従い個別社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、個別社

債にかかる社債券は発行されない。

３．社債の管理

会社法第702条ただし書に基づき、個別社債には社債管理者を設置しない。

４．財務代理人

個別社債には財務代理人を設置しない。ただし、当行が財務代理人を設置する場合には、その旨を30日前ま

でに公告する。

５．期限の利益喪失に関する特約

個別社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていない。なお、個別社債の社債権者は、会社法第739条

に基づく決議を行う権利を有さず、個別社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはない。

６．実質破綻時免除特約

（１）当行について実質破綻事由（下記に定義する。以下同じ。）が生じた場合、別記「償還の方法」欄及

び別記「利息支払の方法」欄の規定にかかわらず実質破綻事由が生じた時点から債務免除日（下記に

定義する。以下同じ。）までの期間中、個別社債に基づく元利金（ただし、実質破綻事由が生じた日

までに弁済期限が到来したものを除く。以下本項において同じ。）の支払請求権の効力は停止し、個

別社債に基づく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当行は個別社債に基

づく元利金の支払義務を免除されるものとする。

「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で当行が金融庁その他

の監督当局と協議の上決定する日をいう。
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　「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当行について、①第二号措置（預金保険法第102条第１項第

２号において定義される意味を有するものとする。）もしくは第三号措置（同法第102条第１項第３号

において定義される意味を有するものとする。）を講ずる必要がある旨の認定（同法第102条第１項に

おいて定義される意味を有するものとする。）を行った場合、または②特定第二号措置（同法第126条

の２第１項第２号において定義される意味を有するものとする。）を講ずる必要がある旨の特定認定

（同法第126条の２第１項において定義される意味を有するものとする。）を行った場合をいう。

（２）実質破綻事由が生じた場合、当行はその旨、債務免除日及び当行が本項に従い個別社債に基づく元利

金の支払義務を免除されることを、当該債務免除日の前日までに本（注）８．に定める公告またはそ

の他の方法により社債権者に通知する。ただし、社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行う

ことができないときは、債務免除日以降速やかにこれを行う。

（３）実質破綻時免除特約に反する支払の禁止

実質破綻事由が生じた後、個別社債に基づく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた

場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当行に返還する。

（４）相殺禁止

実質破綻事由が生じた場合、個別社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできな

い。

７．劣後特約

（１） 個別社債の償還及び利息の支払は、当行につき破産手続開始、会社更生手続開始、もしくは民事再生

手続開始の決定があり、または日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続もしくはこ

れらに準ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。

① 破産の場合

個別社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当行について破産手続開始の決

定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、

以下の条件が成就したときに発生する。

（停止条件）

その破産手続の最後の配当のための配当表（更正された場合は、更正後のもの。）に記載された配

当に加えるべき債権のうち、個別社債に基づく債権及び本号①乃至④と実質的に同じまたはこれに

劣後する条件を付された債権（ただし、本号③を除き本号と実質的に同じ条件を付された債権は、

本号①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）を除くすべての債権が、各中間配

当、最後配当、追加配当、その他法令によって認められるすべての配当によって、その債権額につ

き全額の満足（配当、供託を含む。）を受けたこと。

② 会社更生の場合

個別社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当行について更生手続開始の決

定がなされ、かつ更生手続が継続している場合、個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、

以下の条件が成就したときに発生する。

（停止条件）

当行について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、個別

社債に基づく債権及び本号①乃至④と実質的に同じまたはこれに劣後する条件を付された債権（た

だし、本号③を除き本号と実質的に同じ条件を付された債権は、本号①乃至④と実質的に同じ条件

を付された債権とみなす。）を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受

けたこと。

③ 民事再生の場合

個別社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当行について再生手続開始の決

定がなされた場合、個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに

発生する。ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が

確定したとき、再生計画不認可の決定の確定、再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止に

より再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときは、個別社債に基づく元

利金の支払請求権の効力は、再生手続開始決定時に遡って従前の効力に復する。
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（停止条件）

当行について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、個別

社債に基づく債権及び本号①乃至④と実質的に同じまたはこれに劣後する条件を付された債権（た

だし、本号③を除き本号と同一の条件を付された債権は、本号①乃至④と実質的に同じ条件を付さ

れた債権とみなす。）を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこ

と。

④ 日本法以外による倒産手続の場合

当行について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手

続が外国において本号①乃至③に準じて行われる場合、個別社債に基づく元利金の支払請求権の効

力は、その手続において本号①乃至③に記載の停止条件に準ずる条件が成就したときに、その手続

上発生するものとする。ただし、その手続上かかる条件を付すことが認められない場合には、個別

社債に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生する。

（２）上位債権者に対する不利益変更の禁止

個別社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に

変更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効

力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当行に対し、個別社債及び本（注）７．第（１）号①

乃至④と実質的に同じまたはこれに劣後する条件を付された債権（ただし、本（注）７．第（１）号

③を除き本（注）７．第（１）号と実質的に同じ条件を付された債権は、本（注）７．第（１）号①

乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）を除く債権を有するすべての者をいう。

（３） 劣後特約に反する支払の禁止

個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本（注）７．第（１）号①乃至④に従って発生して

いないにもかかわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その

支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当行に返還する。

（４）相殺禁止

当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更生手続開始の

決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、民事再生手続開始の決定がなされた場合（た

だし、民事再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したと

き、再生計画不認可の決定の確定、再生手続開始決定の取消もしくは民事再生手続の廃止により民事

再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときを除く。）、または日本法によ

らない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場

合には、本（注）７．第（１）号①乃至④にそれぞれ規定されている条件が成就しない限りは、個別

社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。

（５） 本（注）７．第（１）号の規定により、当行について破産手続が開始された場合、当該破産手続にお

ける個別社債に基づく元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れ

るものとする。

８．公告の方法

個別社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当行の定款所定の

電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によ

る公告をすることができない場合は、当行の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各

１種以上の新聞紙（ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。）にこれを掲載す

る。

９．社債要項の公示

当行は、その本店に個別社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

10．社債要項の変更

（１）個別社債の社債要項に定められた事項（ただし、本（注）４．を除く。）の変更は、本（注）６．第

（２）号の規定に反しない範囲で、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要するもの

とする。ただし、当該決議にかかる裁判所の認可を受けなければ、その効力は生じない。
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（２） 本（注）10．第（１）号の社債権者集会の決議は、個別社債の種類（会社法第681条第１号に規定す

る「種類」をいう。以下同じ。）の社債（以下「本種類の社債」と総称する。）を有するすべての社

債権者に対しその効力を有する。

11．社債権者集会に関する事項

（１） 個別社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当行がこれを招集するものと

し、社債権者集会の日の３週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる

事項を公告する。

（２） 個別社債の社債権者集会は、東京都または千葉市においてこれを行う。

（３） 本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当行が有する本種類の社債の金額は算入しない。）の10

分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当行に対して本種類の社債に関する社債等振替

法第86条第３項に定める書面を提示した上、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載し

た書面を当行に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

12．発行代理人及び支払代理人　　株式会社千葉銀行

13．元利金の支払

個別社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規

程等の規則に従って支払われる。

２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】　　

　　未定

 
(2) 【社債管理の委託】　

該当事項なし

３ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

未定

 
(2) 【手取金の使途】

長期的投融資資金、一般運転資金、既存債務の返済等に充当する予定であります。　

 
第２ 【売出要項】

該当事項なし

第３ 【その他の記載事項】

該当事項なし
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第二部 【参照情報】

第１ 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

　

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第108期(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)　平成26年６月30日関東財務局長に提出

　

２ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(平成26年７月25日)までに、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づく臨時報告書を平成26年７月１日に関東財

務局長に提出

　

第２ 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の

提出日以降、本発行登録書提出日（平成26年７月25日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

　また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日現在に

おいてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

　以下の内容は、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」を一括して記載したものであります。

 

１　信用リスク（不良債権問題等）

(1) 不良債権の状況

国内及び県内の景気動向、地価、株価及び貸出金利の変動、大規模災害の発生、あわせて融資先の経営状況の

変動等によっては、不良債権及び与信関係費用が増加する可能性があります。また、その場合には、業績に悪影

響を及ぼすほか、財務体質を悪化させ、自己資本が減少する可能性があります。

(2) 貸倒引当金の状況

当行は、貸出先の状況、債権の保全状況及び過去の一定期間における貸倒実績率等に基づき算定した予想損失

額に対して貸倒引当金を計上しております。予想損失額を見積もった前提と実際の貸倒れの発生は、貸出先の状

況、担保価値の下落、経済状態全般の悪化、又はその他の予期せざる理由により大幅に乖離する可能性がありま

す。この場合、当行は貸倒引当金の積み増しをせざるを得なくなるとともに、業績に悪影響を及ぼすほか、財務

体質を悪化させ、自己資本が減少する可能性があります。

(3) 権利行使の困難性

担保不動産価格の下落又は不動産の流動性欠如等の事情により、担保権を設定した不動産等を換金し、又は貸

出先の保有する資産に対して強制執行することが事実上できない可能性があります。この場合、与信関係費用が

増加するとともに不良債権処理が進まない可能性があります。

(4) 地域の経済動向に影響を受けるリスク

当行は貸出金の７割超が千葉県内向けとなっているほか、千葉県及び県内43市町村の指定金融機関の役割を担

い、地方公共団体や第三セクター企業とは貸出等の取引を行っています。このように特定の地域を営業基盤とし

ていることから、貸出金や信用リスクの増減等は千葉県の経済情勢の影響等を受ける可能性があります。また、

千葉県を中心とした大規模な地震や台風等の自然災害等が発生した場合、当行資産の毀損による損害の発生及び

貸出先の経営状態が悪化する等、直接的又は間接的に、当行の業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。

２　市場関連リスク

市場関連リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等の様々な市場の変動により、保有する資産の価値が変動

し当行が損失を被るリスクであります。

(1) 株価下落のリスク

当行は市場性のある株式を保有しています。大幅な株価下落が発生した場合には、保有有価証券に減損又は評

価損が発生し、業績に悪影響を与えるとともに、自己資本比率が低下する可能性があります。
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(2) 市場取引・投資活動に伴うリスク

当行は、デリバティブを含む様々な金融商品を取扱う市場取引及び投資活動を行っており、金利、為替レー

ト、株価及び債券相場の変動等により、保有する資産の価値が悪化し、債券ポートフォリオ等の価値に悪影響を

及ぼすほか、損失を被る可能性があります。

(3) 為替リスク

当行の業務は為替レート変動の影響を受けます。円高が進行した場合には、外貨建て取引の円換算額が目減り

することになります。さらに、資産及び負債の一部は外貨建てで表示されており、外貨建ての資産と負債の額が

各通貨毎に同額で相殺されない場合、又は適切にヘッジされていない場合には、財政状態及び業績は悪影響を受

ける可能性があります。

３　流動性リスク

市場環境が大きく変化した場合や当行の信用状態が悪化した場合には、必要な資金が確保できず資金繰りが悪化

する場合や通常の取引よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる可能性があります。

４　オペレーショナル・リスク

(1) 事務リスク

当行は、厳格な事務規定を定め、事務の厳正化及び取扱商品の十分な説明等に努めておりますが、故意又は過

失等による事務ミスにより事故が発生し、損失を被る可能性があります。

(2) システムリスク

当行はコンピュータの安定稼動のための基幹システムの二重化、データの厳正な管理及び大規模災害等不測の

事態に備えたコンティンジェンシープランの整備等を実施していますが、システム機器の停止や誤作動、コン

ピュータの不正使用等の事態が発生した場合、業務を遂行できない可能性があります。

５　情報漏洩リスク

当行は、多数の個人・法人のお客さまの情報を保有しております。これらの情報の管理については、「個人情報

取扱規定」等、情報管理に関する規定を整備するとともに、個人情報管理委員会を設置し、各種の教育研修を実施

するなど厳正な情報管理に努めておりますが、顧客情報等の漏洩、紛失、不正利用等が発生した場合には、当行の

業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

６　コンプライアンスリスク

当行は、コンプライアンスを重要な経営課題として全ての業務の基本に置き、規定・体制の整備及び教育研修に

努めておりますが、法令等遵守状況が不十分であった場合や将来的な法令等の変更により、当行の業務遂行や業績

等に悪影響を及ぼす可能性があります。

７　格付低下及び与信条件悪化のリスク

格付機関が当行の格付けを引き下げた場合、当行を含むわが国の銀行及びその他金融機関の財政状態が悪化した

場合、市場取引において不利な条件を承諾せざるを得なくなる、又は一定の取引を行うことができなくなる可能性

があり、当行の自己資本・資金調達・収益性にも悪影響を与え、業績及び財政状態にも悪影響を及ぼす可能性があ

ります。

８　規制緩和等による業務範囲の拡大に伴うリスク

当行は、法令その他の条件の許す範囲内で、業務範囲を広げてきています。当該業務の拡大が予想通りに進展し

ない場合、又は熾烈な競争により当該業務の収益性が悪化した場合、業務範囲拡大への取組みが奏功しない可能性

があります。

　また、将来における法律、規制、政策、実務慣行、解釈、財政及びその他の政策の変更並びにそれらによって発

生する事態が、当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

９　リスク管理体制の有効性に関するリスク

当行は、リスク管理体制を整備し、内部監査部署がそれらの適切性及び有効性の検証を行うなど、リスク管理の

強化に努めております。しかしながら、当行のリスク管理体制は、過去の市場動向や経験などに基づき制定された

部分があることから、新たな分野への業務の進出や拡大に伴い、将来発生するリスクを正確に予測することができ

ず、リスク管理体制が必ずしも有効に機能しない可能性があります。

１０　競争
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当行が営業基盤とする千葉県は、首都圏に位置する有望なマーケットであり、他の金融機関も積極的に営業活動

を展開しています。また、金融制度の規制緩和進展に伴い、銀行・証券・保険など業態を超えた競争が激化してい

ます。当行が、こうした競争的な事業環境において競争優位を得られない場合、事業、業績及び財政状態に悪影響

を及ぼす可能性があります。

１１　自己資本比率

当行は、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率は、「銀行法第14条の２

の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するため

の基準」(平成18年金融庁告示第19号)に定められる国際統一基準を満たさなければなりません。

　当行の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、金融庁長官から、業務の全部又は一部の停止等を含

む様々な命令を受けることとなります。

　当行の自己資本比率に影響を与える主な要因は以下のとおりであります。

　　・債務者及び株式・債券の発行体に対する内部格付に応じて生じるリスク・アセット及び期待損失の増加

　　・保有する株式や国債等有価証券ポートフォリオの価値の低下

　　・不良債権処理や債務者の信用力悪化等による与信関係費用の増加

　　・繰延税金資産の自己資本への算入制限が課された場合の自己資本の減少

　　・繰延税金資産の回収可能性判断に基づく繰延税金資産の取崩による自己資本の減少

　　・自己資本へ算入可能な劣後債務が再調達できない場合の自己資本の減少

　　・本項記載のその他の不利益な展開

１２　風評リスク

上記記載の諸リスクが顕在化した場合、当行及びグループ会社に関する評判の悪化や風説の流布等により、その

内容の正確性にかかわらず当行の株価や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

１３　年金債務

年金資産の時価が下落した場合、年金資産の運用利回りが想定を下回った場合、又は予定給付債務を計算する前

提となる保険数理上の前提・仮定に変更があった場合には、損失が発生する可能性があります。また、年金制度の

変更により過去勤務費用が発生する可能性があります。金利環境の変動その他の要因も年金の未積立債務及び年間

積立額にマイナスの影響を与える可能性があります。

１４　固定資産の減損会計

当行が保有する固定資産については、「固定資産の減損に係る会計基準」（企業会計審議会）を適用しておりま

す。保有する固定資産は、使用目的の変更、収益性の低下及び価額の下落などにより評価減が発生する可能性があ

ります。

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社千葉銀行 本店 　　

　(千葉市中央区千葉港１番２号)

株式会社千葉銀行 東京営業部

　(東京都中央区日本橋室町一丁目５番５号)

株式会社東京証券取引所

　　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第三部 【保証会社等の情報】

該当事項なし
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